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I. はじめに  

 

グローバルに活躍できる人材を育成する観点から、学生の海外留学の重要性が高まっており、本

学としても、学生の海外留学を促進している。しかしながら、昨今では、紛争が起きていないような

国・地域においてもテロ、暴動・デモ等が頻発する治安情勢や､新たな感染症が国境を越えて瞬く間

に流行する状況を踏まえると、危機事象を予見して回避することがより難しい状況である。このよ

うな状況を踏まえ、本学の学生が十分に安全管理の意識をもって留学するよう、事前に十分な意識

啓発を図るとともに大学における危機管理体制を整備するため、「藤田医科大学 危機管理マニュア

ル」を作成する。 

 

作成：国際交流推進センター 

 

 

1. 用語の定義 

本マニュアルにおける用語の定義を以下に定める。 

 

◆学生・・・本学に在籍（休学含む）する学部生及び大学院生で、海外での学修（本学が提供する 

海外研修・実習プログラム、留学等）を目的に海外へ渡航する者。 

 

◆危機・・・本マニュアルでは、「学生の安全にかかわる重大な問題」と定義する。①突然に発生

し、②その結果が予想外で悪い状況をもたらす恐れがあり、③組織的に対応すること

が必要な出来事。対象となるケースは、以下のとおり。 

(1) 重大な天災、テロ、飛行機・列車事故等に巻き込まれた場合 

(2) 病気、事件、事故等により重篤な状態になったまたは急逝した場合    

(3) 事件・事故等の被害者となった場合（刑事事件、民事事件を含む） 

(4) 事件・事故等の加害者となった場合（刑事事件、民事事件を含む) 

(5) 危機事象が社会的現象になる場合（パンデミック等） 

 

      

  



3 
 

II.  危機管理体制 

1. 危機管理の概要 

本学が危機管理を実施する際の全体フローは、以下のとおり。 
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2. 留学前の管理・対応 

本学に所属する学生が海外に渡航する際に、危機管理を行う。ついては、危機管理のため以下の対

応を実施する。 

 

2-1. 学生の渡航情報の把握 

(1) 海外留学を希望する学生が在籍する学部は、その海外留学情報を把握するため、各学部

指定の書式で学生に渡航届を提出させ、出国前に以下の点を確認する。なお、海外留学

渡航届 (書式：海外 1-1)を使用しても良い。 

・ 海外渡航前の健康状況に問題がないこと     

・ 渡航先情報取得 

・ 当人との連絡手段と緊急連絡先の確保 

 

※大学全体の緊急連絡窓口（本マニュアル p.2に掲載されている危機に直面した時） 

 - 国際交流推進センター TEL   : 0562-93-2884 

                        LINEID: fhu2884（ラインメッセージにて氏名と学部情報をいた             

だいたうえでオンライン電話を受ける） 

※休暇中・夜間の緊急連絡窓口 

 - 代表番号             TEL ： 0562-93-2000 

 

(2) 本学の在学生として、留学中においても節度ある行動をとる旨の誓約書（書式：海外 1-

2）を各学部指定の書式で学生に提出させる。なお、海外留学誓約書（書式：海外 1-2）

を使用しても良い。 

 

(3) 学生の留学情報を収集した後、各学部担当者は国際交流推進センターと情報を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2. 学生への情報提供・留学における注意喚起 

学生が海外留学を希望する場合は、学生の所属学部が、渡航前の準備として以下の内容につ

いて、各学部指定の方法で留学オリエンテーションを実施し、学生に情報提供・注意喚起を

TEL:0562-93-2884
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行う。 

・ 治安・文化的差異・感染症等の留学先における注意事項＊1 

・ 海外旅行傷害保険、留学保険等の加入案内のすすめ 

・ 心理的ストレスが生じた場合の対応方法 

・ 万が一事故や事件に遭った際の、危機管理対応体制について（危機管理の説明） 

・ 大学の緊急連絡先窓口 

・ その他留学先でしてはいけないこと（車の運転の禁止・飲酒に関する法の順守等） 

＊1 以下のリンク等を活用する。 

  - 外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

   - 外務省在留届電子届出システム https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html 

※国際交流推進センターは、学部からの依頼をうけ、各学部が実施する留学オリエンテーシ

ョン内において危機管理の説明を行うことができる。学部が依頼する場合、事前に留学オリ

エンテーションの実施予定日時を国際交流推進センターまで相談した上で、危機管理の説明

依頼書を提出する。 

  

2-3. 個別の相談・指導助言の実施 

各学部担当者は、留学・海外渡航等の際、オリエンテーション以外にも個別の相談・指導助

言の機会を学生に提供する。学生が所属する学部は、学生の相談に対し、真摯に対応する。

必要に応じて、国際交流推進センターと連携し、大学全体の相談窓口としてのサポートを行

い、随時相談等を受け付ける。 

 

【相談窓口一覧】 

藤田医科大学 医学部 

場所：大学 2号館 3階 大学事務局 医学部 事務部 学務課 

連絡先： 

＜Phone＞  

1・2年生 0562-93-2063 

3・4年生 0562-93-2605 

5・6年生 0562-93-2426 

 

＜e-mail＞ 

1・2年生 med-5@fujita-hu.ac.jp  

3・4年生 med-6@fujita-hu.ac.jp 

5・6年生 med-2@fujita-hu.ac.jp  

 

 

 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html
mailto:med-5@fujita-hu.ac.jp
mailto:med-6@fujita-hu.ac.jp
mailto:med-2@fujita-hu.ac.jp
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藤田医科大学 医療科学部 

場所：大学 3号館 1階 事務局 医療・保健事務部 医療科学教学課 

連絡先： 

＜Phone＞ 

医療検査学科 0562-93-2556 

放射線学科 0562-93-2503 

 

＜e-mail＞ 

医療検査学科 hs-kyomu@fujita-hu.ac.jp 

放射線学科  hs-kyom2@fujita-hu.ac.jp 
 
藤田医科大学 保健衛生学部 

場所：大学 3号館 1階 事務局 医療・保健事務部 保健衛生学教学課 

連絡先： 

＜Phone＞ 

看護学科 0562-93-2501 

リハビリテーション学科 0562-93-2515 

 

＜e-mail＞ 

看護学科 hs-kyom1@fujita-hu.ac.jp 

リハビリテーション学科 hs-kyom3@fujita-hu.ac.jp 

 

藤田医科大学 国際交流推進センター 

場所：大学 2号館 大学事務局 学事部 学事課 

連絡先：＜Phone＞0562-93-2884 ＜e-mail＞c-int-rl@fujita-hu.ac.jp 

 

2-4. 派遣前に大学が想定すべき危機管理対応費用の準備 

海外旅行事故対策費用保険は、大学として現時点で加入はしないものとし、個別の案件に応じて適

宜対応費用を大学として措置し、対応する。 

 

3. 渡航・留学中の管理・対応 

学生が留学のため出国した後も、滞在中における健康状況（メンタルケア含む）について報告させ

る体制を構築し、学生に提供する。 

 

3-1. 学生の渡航後・滞在時の定期的フォロー 

(1) 本学に在籍する学生には、休学の有無に関わらず留学時の管理・対応を行う必要がある。 

3カ月以上滞在する学生については、留学開始から 6カ月を経過した時点で、所属学部か

ら学生に、留学状況の確認・フォローを実施する。 

mailto:hs-kyomu@fujita-hu.ac.jp
mailto:hs-kyom2@fujita-hu.ac.jp
mailto:hs-kyom1@fujita-hu.ac.jp
mailto:hs-kyom3@fujita-hu.ac.jp
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(2) 所属学部は、学生の状況確認・フォローの結果を国際交流推進センターに報告し、情報を

共有する。 

※特に長期留学においては、学生のメンタルケア含めたフォローを実施する。実施方法は、

学部に一任するが、サポートツールとして、中間報告書（書式：海外 1-3）を活用して

も良い。 

(3) 学生の報告を受けて、追加の状況の確認やサポートが必要と判断した場合は、電話・メー

ル等で学生をフォローする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. 学生の危機発生時の対応 

   3-2-1.  発生しうる危機の種類 

海外留学の際に想定される危機として以下の場合を想定する。 

(1) 海外において重大な天災、テロ、飛行機・列車事故等が発生し、これに巻き込ま

れた場合 

(2) 病気、事件・事故等により重篤な状態または急逝した場合      

(3) 事件・事故等の被害者となった場合（刑事事件、民事事件を含む） 

(4) 事件・事故等の加害者となった場合（刑事事件、民事事件を含む) 

(5) 危機事象が社会的現象になる場合（パンデミック等） 

 

3-2-2. 危機発生時の状況別の対応 

(1) 上記のケースの危機が発生した場合、本人の状態によって対応方針を決定する。 

(2) ①本人が生存しており連絡が取れる場合⇒ 対策本部の設置要否を学長が決定する 

②生死が不明である場合       ⇒ 原則として対策本部を設置する 

③本人が死亡した場合         ⇒ 対策本部の設置要否を学長が決定する 

(3) 対策本部の設置が決定したのち、国際交流推進センターは、次頁の「対策本部緊急

連絡網」に沿ってメンバーを召集する。（3-2-3をご参照。） 

(4) 学長が、対策本部を設置しない旨を決定した場合は、今後の対応方法について検

討するために必要な関係者を学長が指名し、召集する。 
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3-2-3. 対策本部の設置 

(1) 学長の指示を受け、国際交流推進センターは、対策本部メンバーの連絡網を用い

て召集し、対策本部を設置する。また、学長、学部長、国際交流推進センター長を

「会議メンバー」とし、重要な決定実行及び方針を決定する。必要に応じて適宜会

議メンバーを追加で召集する。 

◆本部対策メンバー 

 学長                ：（本部長：会議メンバー） 

３学部長              ：（副本部長：会議メンバー） 

 国際交流推進センター長       ：（副本部長：会議メンバー） 

大学事務局長            ：（副本部長：会議メンバー） 

２事務部長             ：家族・その他家族担当・庶務担当 

 広報部               ：広報担当 

学事部長              ：関係官庁担当 

 国際交流推進センター        ：情報収集・海外大学渉外担当 

 派遣大学担当教授          ：現地対応担当 

 

◆対策本部設置場所 

  大学 1号館 B1会議室 
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対 策 本 部  組 織 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学長

医学部長

医療科学部長

国
際
交
流
推
進
セ
ン
タ
ー

広報部長

大学学事部長

大学事務部長

国際交流推進センター

派遣大学の担当教授

保健衛生学部長

国際交流推進

センター長

大学事務局長

副本部長

本部長

対策本部
事務局

マスコミ担当

関係官庁担当

家族対応担当

情報収集・海外大学等
との渉外担当

現地渡航・対応

・マスコミ等学外の対応窓口となる。
・記者会見等のセッティングを行う。

・文部科学省等関係庁との連絡調整
にあたる。

・事故の概要、詳細、経過等を保護
者等に伝える。以降保護者対応
窓口となる。庶務業務を行う。

・現地からの情報等を収集し、本部
長・副部長に報告する。

・各担当に情報等を提供する。
・対策本部の指示を現地担当等に
伝達する。

・現地派遣のための手配を行う。

・現地に赴き、詳細な情報を対策本
部に連絡する。

・対策本部の指示に従い事務処理
を行う。

・現地で家族の世話等を行う。

注）上の図のメンバーを原則とし、必要に応じて、
適宜メンバーを追加で召集する。

対策本部 組織図

対策本部 緊急連絡網

危機発生
（事件・事故等）

国際交流推進
センター長

国際交流推進
センター事務局
課長

学長秘書
学長

医学部長
医療科学部長
保健衛生学部長

大学事務局
医学部事務部長

大学事務局
医療・保衛
事務部長

広報部長

大学事務局
局長

大学事務局
学事部長
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   3-2-4.  対策本部の具体的な活動内容 

(1) 対策本部の会議メンバーで、危機事象に対する方針を決定する。 

(2) 会議メンバーが決定した方針を各担当で共有し、以下の活動を行う。 

・情報収集（学生・派遣大学・危機発生地・危機内容等） 

・学生の安否及び状況の確認（行方不明の場合は、引き続き情報収集に努める） 

・学生の家族対応（情報共有・渡航の要否の協議等） 

・学外機関（派遣大学・公官庁含む）への対応 

・マスコミ対応 

・保険会社への事故報告 

・留学の継続可否の決定 

 

★活動内容は、P17の「別添 危機対策本部の具体的な活動内容」参考に、対応する。 

 

4. 留学生の帰国確認 

(1) 各学部は、帰国後 3日以内に、各学部が定めた方法で学生の帰国を確認し確認結果を国際交流

推進センターにメールにて連絡する。 

(2) 学部担当者は、帰国した後、留学生からの現地の治安等の聞き取りを行い、共有すべき危機管

理情報があれば、国際交流推進センターに報告する。 

※学生の帰国後、学生が得た情報を（現地の治安・生活書式等）を他の学生と共有できるよう

留学体験記の作成・共有・公開を奨励する。 

 

5. 海外への派遣留学・研修等の実施、中止、継続、途中帰国の判断と対応 

海外への派遣留学・研修等の実施、中止、延期、継続、途中帰国の判断にあたっては、以下の 3つ

の事情を踏まえて、学長が最終決定を行う。 

 

(1) 派遣国・地域の事情 

①海外危険情報 

外務省の海外安全情報に基づく海外安全ホームページを確認し、以下の警報区分に沿って派

遣の対応を決定する。 

外務省 海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
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※1 渡航先の海外行事開催状況、他国外務省の情報、旅行者の現地体験の程度、予測しうる緊急時の体制等を勘案し

て、しかるべき安全管理をとりうると判断できる場合に「可」とする。     

※2  ただし、感染症危険情報は、危険情報の 4段階のカテゴリーごとの表現に収まらない感染症特有の注意事項が発生

するため、その発生の都度、本対応基準に照らして判断する。 

 

 

②感染症危険情報 

外務省からは、世界保健機関（WHO）による勧告、発生国の状況（感染状況、医療体制等）、

主要国の動向を踏まえ、感染症危険情報が発令される。感染危険情報においても、海外危険

情報と同様の基準で対応を実施する。また、インフルエンザ等では、WHO が定める流行のフ

ェーズがあるため、以下の表に従って判断を行う。 

   ●フェーズ 4宣言前（新型インフルエンザ等発生の疑いを把握した時） 

               →渡航者  ：不要不急の渡航については、延期も含めて検討する。 

          →在留邦人  ：予め今後の退避の可能性も含めて検討する。 

   ●フェーズ 4宣言以降 （新型インフルエンザ等の発生が確認されたとき） 

          →渡航者  ：渡航は延期する。 

          →在留邦人 ：今後、出国ができなくなる可能性及び現地では、十分な医 

                 療が受けられなくなる可能性もある。退避については、これ 

らの点も含めて検討する。帰国に際しては、停留される可能 

性もあることに留意する。 

●例外的ケース（発生国当局が出国禁止措置をとった場合等）  

         →在留邦人  ：現地の安全な場所にとどまり、感染防止対策を徹底する。 

 

（参考）WHOが定めるフェーズ 
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(2) 派遣先大学の諸事情 

以下の場合は、原則として留学・研修等の中止、延期又は途中帰国させる。 

①派遣先大学を退学処分となった場合 

②派遣先大学において学業継続が不可となった場合（学力不足、大学等の倒産等） 

③派遣先（国・地域）の自然環境の悪化（生活継続が困難化）してきている場合 

 

(3) 個人的事情 

①病気・怪我対策 

 派遣中の学生が病気や怪我により 1 ヶ月以上の入院治療（緊急の場合を除く）が必要

となった場合は、原則として帰国を促すこととする。透析やリハビリ等自宅療養が必

要となった身体疾患の場合も健康管理を優先し、帰国させることが望ましい。 

 留学・研修等の継続困難となる精神科疾患を有する場合、医師やカウンセラーの所見

等も参考にし、帰国させることが望ましい。 

 その他、派遣先（国）によって医療制度や医療保険制度が異なることから、入院、手術

治療に関する医療費負担の観点から、一旦帰国させて日本で治療させることも検討す

る。 

②犯罪対策 

 刑法に触れる罪を犯す、テロの加害者または被疑者となる。 

→滞在国の法律に基づき処分等を受けることとなり、それを基に適宜判断する 

 薬物等（法定）の依存症にかかる 

→滞在国の法律上の扱いに基づき判断する 

 民事上の犯罪による加害者・被害者となる 

→滞在国（大学・国）の法律等に基づき扱われるので、それを基に適宜判断 

 

6. その他 

本マニュアルは、本学の学生が海外へ渡航する際の危機管理を目的とした指針であり、危機発生時

は、状況に応じた対応を実施する。 

 

本マニュアル・学生の海外渡航に関する危機管理の質問等の窓口については、以下のとおり。 

 

◆国際交流推進センター◆ 

         TEL：0562-93-2884  e-mail: c-int-rl@fujita-hu.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

mailto:c-int-rl@fujita-hu.ac.jp
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（別添 書式：海外 1-1） 
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（別添 書式：海外 1-2） 
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（別添 書式：海外 1-3） 
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（参考）学生派遣から帰国までの定常業務フロー 

 学 生 大  学 

各学部・大学院 国際交流推進センター 他 

 

 

 

 

 

 

渡

航

前 

 

 

 

 

 

 

   ※学生支援課へ

提出する海外渡

航届も別途提出

を行うこと。 

 

 

 

 

留

学

中 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

帰

国

後 

 

    

留学先・プログラム 

参加を決定 

留学前の準備を開始 

1. 必要書類の提出 

必要書類の受取り・学生管理 

1. 内容確認を行い国際交流
推進センターにメールでデ
ータを送付 
2. 自身の学部の学生情報を 
 管理 
 

◆提出書類 
□ 海外渡航届 
□ 海外留学誓約書 
□ その他プログラム 
  参加に必要な書類等 

学生情報の把握 

1. 学生情報を管理 
 

留学オリエンテーションの
実施 

※必要に応じて国際交流推
進センターに危機管理の説
明依頼書を提出し、依頼す
る。 
 

危機管理説明の実施 

1. 学部の依頼を受けて 
危機管理の説明を実施 

◆提出書類 
□ 海外留学中間報告書 
 （本紙の利用は任意） 

留学開始から 3ヶ月経過時点 

学生派遣から帰国までの定常業務フロー 

 

学生の中間フォローの実施 

学生の状況確認 

学生の学修・健康状態等
の聞き取りを行い、適切
に対応する。 

学部のサポート 

 必要に応じて学部・
大学院をサポート 

留学から帰国 

1. 帰国後 3 日以内に帰国 
 報告を学部担当に連絡 

留学の帰国確認・情報管理 

1. 学生の帰国確認を受け 
  国際センターに連絡 

学生情報の管理 

1. 学生情報を管理する 

中間フォローへの回答 

留学中のトラブル 

（メンタル不調等） 
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別 添： 危 機 対 策 本 部 の 具 体 的 な 活 動 内 容 

 

（1） 危機対策本部会議メンバーの具体的な活動内容 

危機対策本部会議メンバーは、以下の活動を行う。 

【初 期】 

[実施項目] 

① 危機情報、原因、結果、その他情報を継続して収集、整理し、危機対策本部内および各担当と共有する。そ

の際、使用フォームについても確認し、共通の認識を持っておく。 

② 危機対策本部の危機管理対応に関する情報や文書類を管理・保管する。 

③ 大学としての対応策を決定し、各担当に通達する。 

④ 本学が契約している保険会社については、事故報告を行い、以後各社対応の報告を受理する。 

• 学生の保険契約（氏名、年齢、保険期間）に過誤がないか確認する。 

• 学生の海外旅行保険契約と本学の旅行事故対策費用保険契約の保険金額および対象となる費用項目を

確認する。 

⑤ 広報発表内容を確認のうえ承認し、対外提供情報を管理する。 

⑥ 記者会見実施の要否を検討し、必要であれば実施する。 

⑦ 危機対策本部長（学長）または副本部長より、集合した家族に対して、現在判明している情報を伝え、本学の

対応姿勢や今後の対策や方針を説明する。 

⑧ 現地に派遣する教職員を選定し、現地に派遣する。 

⑨ 留学・研修の継続/中止の決定を行い、関係者に通達する。 

 

 

[指示項目] 

＜全担当宛＞ 

① 危機対策本部の方針に沿った各担当の具体的対応策の策定を指示する。 

② マスコミからの問い合わせや取材に対しては、全て広報班を通じるように学内に徹底させる。個人的な見解等も

述べないように指導する。 

 

＜各担当宛＞ 

③ 広報発表の情報を学内関係者・一般学生に伝達させる。その際、本学が発表した情報以外の情報、特

に個人情報を SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等に投稿しないように呼びかけるよう、指示す

る。 

④ 外務省・文部科学省への連絡（支援依頼）を指示する。 

⑤ 留学・研修の継続/中止の決定の通知の指示を行う。 

 

（他大学 危機管理マニュアルより一部抜粋） 
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＜学生/家族担当宛＞ 

⑥ 家族への対応を指示する。 

⑦ 学生/家族担当に現地に赴く家族の名簿の作成を指示し、現地までの交通手段や宿泊先について確認

する。 

＜現地派遣担当宛＞ 

⑧ 現地対応策を決定・指示し、これらを管理・監督する。 

 

【救援家族出発～現地出発】 

[実施項目]  

① 救援家族の出発見送りを行う。 

 

[指示項目] 

＜学生/家族担当宛＞ 

① 救援家族の出発見送りの手配指示を行う。 

＜現地派遣担当宛＞ 

② 被災した学生また被災していない学生の帰国方法を検討し、指示する。 

＜庶務・学内担当宛＞ 

③ マスコミ対策が必要な場合は、救援家族の出発時の空港特別室の手配の指示を行う。 

④ 帰国の受入準備と対応を行う。（空港内特別室、空港からの車両の手配等の指示） 

 

【帰国時、その後】 

[実施項目]  

① 原則として、危機対策副本部長（副学長）と学生/家族担当が出迎えるが、都度協議とする。 

② 危機対策本部員による通夜・葬儀参列/お見舞いを行う。 

③ 危機対策本部長（学長）は、危機対策本部としての活動が終了したことを確認した後、解散の宣言を行う。

その際、残務の担当者を選任し、継続的な報告を指示する。 

④ 学生および家族に対して、本件に関する総括を報告し、必要に応じて今後の対応策についての説明会を

実施する。 

⑤ 危機事象の原因を分析し、再発防止策を策定する。必要に応じて関係者に報告する。 

⑥ 保険金請求を行う。 

 

[指示項目]  

＜全体＞ 

① 保険金請求をスムーズに行うために、簡単な支出明細帳を作成し、毎日の支出の明細を記入するように

指示する。支出したものについては、必ずどんなものでも領収書をとり、裏面に詳細メモしておく。 

 ＜学生/家族担当宛＞ 

② 入院に関するお手伝いを指示する。 

③ 被災した、していないに拘らず、本件に関わった学生の心のケアを実施する。 
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（2） 危機対策本部傘下各担当職務分掌 

Ａ.広報班 

ⅰ.広報班の機能・役割 

日頃行っている広報活動を「プラスの広報」とすると、危機管理に関わる広報活動は「マイナスの広報」である。 

広報班は、この「マイナスの広報」を真摯に行うことによって、マスコミを通じて本学の姿勢を示し、マイナスイメー

ジを払拭する役割を果たす。                                                                    

① 正確さ、迅速さともに求められるが、正確さを第一とする。特に、人数や日時などの数字にかかわることは、

ダブルチェックを行ってから連絡/発表する。 

② 公表可能な情報と個人情報等の公表不可能な情報の選別をはっきりとさせ、他担当に通知してコンセンサ

スを得ておく。 

ⅱ.具体的な活動内容と注意事項                                                            

① 情報は、危機対策本部に集中されるので、定期的に危機対策本部との情報の交換/確認を行う。 

② 噂や伝聞の類と思われる内容については、必ずはっきりさせる。特に、海外からの情報は、時差や情報源に

充分注意を払い、確定された情報を取り扱う。 

③ 危機管理会社や保険会社（または保険会社から紹介された広報コンサルティング会社）に以下を相談のう

え、広報対応案をまとめて、危機対策本部に具申する。 

• 発表する内容（ポジションペーパー案）とそのタイミング 

• 記者会見の実施の有無（その理由） 

• 記者会見の内容とそのタイミング 

• ホームページ上の発表内容 

④ 上記③にて記者会見を行うことに決定した場合は、第一回目をなるべく早い時点で実施する。以降、記者

会見を定期的に行う旨（例：1 時間毎等）を案内し、時間通りに実施する。その後、危機事象の推移をみて、

会見間隔を調整していく。 

⑤ 発表した情報は、報告日時と通し番号を付し、本部ファイルとして大学関係者に閲覧可能とする。 

⑥ 発表する内容は、予め文書にし、発表後そのコピーを配布して聞き違いを防ぐ。 

⑦ マスコミ等外部からの問い合わせについては、統一フォームである外部対応記録カード（外部業者用）に記

録する。 

⑧ 来訪者からは必ず名刺（できれば応対者と広報ファイリング用の 2 枚）をいただき、専用の名刺ケースに保

管する。 

⑨ 発表に訂正があった場合に備え、各社の連絡先を整理し、訂正事項が発生した場合には、ファックス（Ｅメ

ールアドレスがあれば、Ｅメールも送る）で訂正内容を送る。 

⑩ 広報班担当者は、常に真摯な態度で対応する。地味で節度ある服装をし、記者等の前で、喫煙、飲食、

笑顔等、写真にとられて顰蹙を買う恐れのあることは慎む。 

⑪ いかなる場合でも冷静に対応し、失礼な質問等があっても反撃しない。また、不確実な情報に基づいた質

問に対しても、回答できない旨をはっきりと伝える。 

⑫ 対応向の定まらない初動期では、どんな問い合わせであっても、不用意にその場では答えないこと。 
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【避けるべき内容・表現集】（対マスコミ等） 

① 推測、予想 

希望的な推測、予想をしがちになるので注意を要する。 

② 個人情報 

○○学部、△△学科、×年生などでも個人が特定されてしまう場合がある。 

③ 引責、補償 

極端な表現「全ての責任を取ります」「充分な補償をします」などは避ける。 

④ 法解釈、議論 

いかに確実と思われる解釈や論理だとしても掲げない。 

⑤ 専門用語 

大学関係者だけが理解できる表現になっていないか注意する。 

⑥ 関係者への不満、苦言 

責任回避と捉えられるので、表現しないこと。 

⑦ 他大学の対応状況（比較） 

本学のみの状況説明になっていることに注意する。 

⑧ 「ノーコメント」 

「ノーコメント」などという紋切型表現は避ける。 

 

【広報班担当者の回答例】 

＜答える情報がない場合＞  

質問：｢貴学の学生は関係しているか？｣ 

      ｢事故に遭遇したと言われている○○県の A さんは貴学の学生なのでは？｣ 

回答：「現在、****を通じて確認中であり、判明次第お知らせします。」 

＜答えることが適切でない場合＞ 

質問：｢事故に遭遇した貴学の学生は、○○高校卒で現在××学部に在籍しているとの情報があり

ますが？｣ 

回答：「個人的な情報の発表は恐縮ですが控えさせて頂きます。」 

質問：「補償問題についてはどうお考えですか？」 

回答：「現在、安否の確認、安全確保の手配に全力を尽くしているものでありご質問に関してはいまお

答えできる状況ではありません。ご理解ください。」 
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ⅲ.プレスルームの設置                                                                  

① 危機対策本部の指示に従い、大学内に記者会見を行うプレスルームを開設し、大学正門からプレスルー

ムまでの案内表示を作製・掲示する。 

② プレスルームは、危機対策本部から離れた場所に設置する。また、指定の場所以外は、立ち入らないよう

に警告を掲示する。 

③ 取材の人数を若干上回るミネラルウォーター、茶湯等を準備する。                                                               

 

 

Ｂ.官庁対応班                            

ⅰ.官庁対応班の機能と役割 

外務省や文部科学省等の関係官庁の窓口になり、支援依頼や報告を円滑に行う。 

ⅱ.官庁対応班の具体的活動と注意事項                                                                 

① 事故の報告また協力の要請のため、外務省領事局海外邦人安全課海外安全相談センターまで連絡す

る。ここでは、海外における日本人の安全対策や保護を行っており、大きな事故等の場合は、協力やアド

バイスが得られるので保険会社やアシスタンス会社と打合せの上、報告を行うことがよい。 

② ①と同様に、文部科学省等にも報告を行う。 
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 （3）学生/家族担当 

Ａ.被災学生関係者対応班 

ⅰ.学生/家族担当の機能・役割 

被災した学生/家族と大学の間に立つという難しい立場にあるが、どのような状況にあっても誠意をもって応対し、家

族から信頼を得ることが肝要である。 

① 原則として、被災一家族一担当者とし、家族が現地に赴いている間や法律に関わる質問を除いて、全て

の事項についての窓口になる。 

② 家族への連絡や報告は、能動的に行う。また、即座に回答できない質問がなされた場合は、回答期限を

提示し、その時間までに回答できなかった場合は、中間報告を入れる。 

③ 家族から不満の表明があったり、問題が提起された場合は、ただちに危機対策本部に報告し、対応につ

いて指示を受ける。 

④ 学生/家族担当は、基本的に被災した学生およびその家族の対応にあたり、被災していない学生/家族

や危機事象に関係のない学生/家族からの問い合わせに対しては、渉外担当が担当する。 

ⅱ.具体的な活動内容と注意事項    

【初期】 

① 留守宅・家族への第一報は可能な限り早く行う。 

② 情報源と入手時刻、大学の連絡先と担当者名を必ず伝える。不明な点は、不明であるとはっきり伝え、

同情や希望的推測は口にしない。 

③ 事実のみを冷静に伝え、不確実な情報の提供や安易な約束はしない。 

④ 死亡をその家族が納得されるまでは、「ご遺族」という言葉を絶対に使用しない 

⑤ 家族毎に対応を記録するファイルを作成し、記録・管理する。 

⑥ 家族に説明会の案内を通知し、集合を求める。場所は、[場所を決定する]を第一候補とする。 

⑦ 場所が決定されたら、庶務担当に手配を依頼する。 

⑧ 説明会場に於いて、まず対策本部長が大学を代表して挨拶をする。 

⑨ 具体的説明（現在判明している事実や今後の方針）は副本部長が代わって行い、学生/家族担当を紹

介する。 

⑩ 最初は、全体説明を行い、後に家族ごとに相談会を実施する。 

⑪ 保険については、全体的な概要を説明し、保険会社の担当者（損害サービス担当）に連絡するよう案内

する。（本学の提供する保険については、本学を通じて対応する） 

⑫ 宿泊が必要な家族がいたら、手配する。 

⑬ 救援に赴く家族の情報をまとめる。その際、旅券所持の有無を確認する。 

⑭ 旅券や査証について手配が必要な場合は、当該留学（研修）を手配した旅行会社に依頼する。 

⑮ 現地までの交通手段（航空券等）や宿泊についても、旅行会社に手配を依頼する。 

⑯ 家族が負担すべき費用の大学による立替えは極力避けるが、避けられない場合は、費用負担に関する

念書を取っておく。 

【救援家族出発～現地出発】 

① 派遣担当に家族の情報を伝える。 

② 救援家族の渡航日程を確認し、マスコミ対策で必要な場合は、庶務担当に空港特別室の手配を依頼す
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る。 

③ 家族の海外旅行保険を必ず手配する。（費用は各自自己負担） 

④ 出発時の空港見送りを行う。 

⑤ 現地での家族対応は、引率者および現地派遣教職員が担当し、学生/家族担当は留守宅家族の窓口

になる。 

⑥ 家族は通常少人数のグループに分かれて帰国することが多い。現地から帰国スケジュールを入手したら、受け入

れ準備を開始する。（空港内特別室、空港からの車両の手配等） 

【帰国時、その後】 

① 出迎えについて危機対策本部と協議する。都度協議とするが、原則として、副本部長と学生/家族担当

が出迎える。 

② 被災した学生の保険金の請求は、基本的に保険会社と直接行っていただくが、その経過は定期的にチェ

ックする。 

③ 被災した学生とその家族の心のケアに腐心する。 

④ 学生/家族担当が立替えた費用の精算を行う。 

 

（死亡事案の場合） 

⑤ 遺体搬送の場合、通関→搬送ケースと現地の棺の解体→再納棺とお化粧、という順になるので、帰国し

た遺族には先に帰って迎えの準備をしていただく。 

⑥ したがって、お化粧以前の面会はご遠慮いただく。 

⑦ 搬送先（自宅、葬儀場等）にも誰か配置できれば望ましい。 

⑧ 庶務担当に、香典・弔電・花・供物等（具体的には、危機対策本部と協議）の手配を依頼する。 

⑨ 通夜・葬儀の出席について、危機対策本部と協議する。 

 

（入院事案の場合） 

⑩ 搬送の方法（ストレッチャー（担架）、車椅子、その他）を確認しておく。ストレッチャーケースの場合は、寝

台車が機体に横付けされ、特別な出口から搬出されるので、家族が空港で面会を希望する場合は、入

念な打ち合わせが必要になる。 

⑪ 入院後のお見舞いについて、危機対策本部と協議する。 

 

（その他） 

⑫ 被災した、してないに拘らず、本件に関わった学生の心のケアを実施する。 

【避けるべき内容・表現集】（対家族、保証人等） 

① 推測、予想 

希望的な推測、予想をしがちになるので注意を要する。 

② （初期時点）引責、補償 

初期時点での責任問題や補償問題は、些細な内容・金額でも避ける。 

③ 法解釈 
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Ｂ.非被災学生関係者対応班 

ⅰ.非被災学生関係者対応班の機能と役割 

被災していない学生およびその家族の対応は、当班があたる。 

また、被災学生の友人等、危機事象とは直接関係のない関係者も当班が対応する。 

ⅱ.非被災学生関係者対応班の具体的活動と注意事項   

① ホームページの掲載内容について、広報班と打ち合わせ、対外的なコメントについて統一を図る。 

② 被災した学生の友人等関係者からの問い合わせが予想されるが、客観的事実（マスコミ等公に確認でき

る内容）以外は、お伝えできない旨ご理解いただく。 

③ 危機事象が社会的に注目され、問い合わせが多数予想される場合は、専用電話番号を案内するなどの

体制を敷く。 

表現については、弁護士と相談のうえ、回答する。 

④ 議論 

どのような議論でも大学側から圧力があったとされる場合があるので、絶対に行わない。

議論を持ちかけられた場合は、持ち帰る。 

⑤ 他被災者 

他被災者について話が及ぶ場合があるが、その個人について言及することなく一般的な

話に終始する。 

⑥ （死亡ケース）対遺族 

基本的には、「ご家族」という表現に終始する。 
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（4）現地派遣担当   

ⅰ.現地派遣担当の機能と役割 

現地派遣担当は、危機対策本部が教職員の派遣を決めた場合には、派遣教職員の渡航支援を行い、以降、

引率者、派遣教職員ならびに現地校担当者の窓口になる。 

なお、派遣教職員数は、被災者数などに応じて、危機対策本部と協議のうえで決定される。 

ⅱ.現地派遣担当の具体的活動と注意事項 

【初期】 

① 学生/家族担当より、経過と状況報告を受ける。学生/家族担当は、救援家族渡航以後は留守宅家族

の担当になるため、常に情報交換を行う。 

② ①の情報を派遣教職員と共有する。現地では、家族ごとに担当がつかないので、この時点での整理が大

変重要になる。 

③ 航空券や宿泊の手配（旅行会社）の確認を行う。なお、派遣教職員が救援家族の渡航に先だって現地

入りできるように手配する。 

④ 保険会社やアシスタンス会社の現地連絡先と担当者を確認し、派遣教職員に伝える。 

⑤ 派遣教職員の携行品の準備を手伝う。 

・携帯電話 ・ノートパソコン ・カメラ ・文房具 ・食料品（日本食） 

・医薬品（日本製） ・現地のロケーション、寒暖、国情に応じた物 

⑥ 派遣教職員の海外旅行保険の加入の確認を行う。 

【救援家族出発～】 

① 家族ごとの情報を整理し、情報が錯綜しないように細心の注意を図る。 

② 帰国した派遣教職員の心のケアを行う。必要であれば、心療内科等の受診を勧める。 

ⅲ.派遣教職員の具体的活動と注意事項 

派遣教職員は、学生/家族担当と異なり、個別家族の担当は持たない。現地救援家族全体への対応が任務で

ある。 

基本的な職務は、救援家族に対するケアであり、被災した学生の対応（医療面や帰国手段など）については、保

険会社やアシスタンス会社に任せる。 

なお、本学が契約している保険については、９.海外旅行保険概要（28 ページ）を参照のこと。 

【初期】 

① 現地到着後、引率者、現地校担当者、在外公館員、保険会社担当者、アシスタンス会社担当者等の関

係者に連絡を入れ、最新の情報を入手するとともに今後の方針を打ち合わせる。 

② 被災者の収容先を訪問する。また、可能であれば事故現場を訪問する。 

③ 救援家族の宿泊予定のホテルの下見を行う。 

④ 現地説明会用の部屋の確保を行う。 

⑤ 部屋番号に宿泊者名を書き入れたルーミングリストを作成し、危機対策本部に報告しておく。 

⑥ 日本食の入手方法（レストランやスーパーマーケットなど）を把握しておく。 

⑦ 体調不良者が出た場合に備えて、クリニックや往診医師などの確認をする。ホテルドクターがいるホテル

の場合は、その連絡方法も確認しておく。また、救急車の呼び方の確認も行っておく。 

【救援家族出発～現地出発】 
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① 現地空港へ出迎える。 

② できるだけ一人一人に挨拶し、体調について確認する。 

③ 各種連絡先を記載したルーミングリストを手渡す。 

④ マスコミと家族の接触はなるべく避けるようにする。 

⑤ 現地説明会を開催し、現状と今後の見込等の説明を行う。なお、家族数が多い場合は、全体説明会→

個別説明会という流れにする。 

⑥ 被災者の収容先への訪問のお手伝いを行う。遺体との面会の場合は、体調不良者が出る可能性が高い

ので、同行する。なお、遺体の損傷が激しい場合は現地葬祭業者に化粧を依頼する準備も必要である。 

⑦ 事故現場訪問については、危機対策本部や関係者と連絡をとったうえで、実施する。（初期時は、警察

等が事故現場付近を立ち入り禁止にしている場合があるので、容易に訪問できないことが多い。）なお、

訪問する場合は、供花の手配を行う。 

⑧ 広域災害や航空機事故の場合は、身元が判明するまでに相当時間がかかる場合がある。家族のストレ

スも時間に比例して高くなっていくので、心のケアについても充分注意が必要になってくる。 

⑨ 帰国時は、学生と家族が同一の航空便になるよう保険会社（アシスタンス会社）に依頼するが、種々事情

により同一便の手配が難しい場合がある。家族にとって、突然の話にならないように、早め早めの確認・交

渉が肝要である。特に、遺体搬送は貨物扱いになるので、貨物枠の空き状況等に左右される場合が多い。 

⑩ 入院中の学生を搬送する場合、医療搬送専用機（チャーター機）を利用せざるを得ないことがあるが、座

席数の制限により家族が同乗できないか人数が極端に制限される場合があるので、上記と同様の注意が

必要である。 

【帰国時、その後】 

① 複数の被災者の場合、一斉に帰れないことが多いので、帰国スケジュール管理を行う。 

② 派遣教職員は、残務処理（警察や現地校との打ち合わせ等）のため、帰国を数日遅らせる検討も必要で

ある。 

③ 現地で世話になった方々にお礼の挨拶をしておく。同時にその方々のリスト（肩書、住所、氏名など）を作

成し、危機対策本部を通じて学長（学長代理）名でタイミングよくお礼の挨拶を行う。 

④ 現地では、様々な支出があるので、後日精算しやすいように、こまめに費用記録  をつけておく。 

【マスコミ対応】 

① マスコミから取材依頼等の連絡があった場合、広報活動は広報班が行い、現地では救援活動に専念さ

せてほしい旨を伝え、理解を求める。 

② マスコミから学生自身や家族に取材したいとする場合も上記と同様の回答を行うが、すでに学生・家族が

取材を受け入れている場合には、その意志を確認、尊重する。 
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（5）庶務・学内担当  

※本学では、本業務内容が複数の部署にまたがっているため、対策本部が随時必要な部署に指示する。      

ⅰ.庶務・学内担当の機能と役割 

危機対策本部の活動に伴う施設準備を始めとして、物品と金銭に関する手配を行う。また、学内（本学関係者

等）対応を行い、本学内の秩序を保つ。 

ⅱ.庶務担当の具体的活動と注意事項 

① 危機対策本部用の設備・備品の用意 

• 危機対策本部室内の電話、ＬＡＮ、ファックス機、コピー機等の手配 

② 外部会議室（家族説明会会場等）や家族の宿泊が必要な場合の手配を行う。 

③ 救援家族の出発時および帰国時に、空港特別室が必要な場合の手配ならびに空港からの車両の手配

を行う。 

④ プレスルームの準備を行い、校門等からの案内表示板の設置を行う。 

⑤ 小口現金（香典、花代等、海外旅行保険料、その他）を取り扱う。 

⑥ 現地派遣教職員に仮払金を支出する。 

⑦ 本件専用の金銭出納管理簿を作成する。 

⑧ 弔電・弔文発送、香典、花、供物を手配する。 

⑨ 被災学生ならびに救援家族等の帰国後など、一区切りした段階で学外関係者に礼状の作成・発送を行

う。 

ⅲ.学内担当の具体的活動と注意事項 

① 本学内外関係者に発生した事実と状況を文書等で説明する。学外からの取材対応は全て広報班が対

応することを伝える。 

② 危機対策本部関連の文書類をとりまとめて保管する。 

③ 必要に応じて危機対策本部専用回線（電話、FAX、email）を開設する。 
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（6）危機管理対応費用 

① 危機管理対応費用の支出および決裁 

危機対策本部は、危機管理にあたり必要な費用を支出することが可能である。支出にあたっての決裁につい

ては、保険で補償可能な項目の場合、学生担当副学長の判断で支出できる。 

② 予想される危機管理対応費用 

以下に予想される主な危機管理対応費用を列挙する。 

・国際電話料 ・電話回線（LAN 線）開設費用 ・ファックス機、パソコンリース料  

・ホテル会議室使用料（家族対応） ・ホテル宿泊費（大学付近） ・家族交通費 

・家族渡航費用 ・現地宿泊費 ・現地交通費 ・通訳費 ・現地通信費 

・教職員派遣費用 ・現地会議室使用料 ・食事代 ・海外旅行保険料 

・治療費用 ・搬送費用（海外/国内） ・搬送時付添医師/看護師費用  

・VIP ルーム使用料 ・アシスタンス会社手数料  

 

 


